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岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 
令和7年3 月28日 

岡山県市町村総合事務組合管理者 山崎 親男   
岡山県市町村総合事務組合規則第１号 

岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
第 24 条の 2 第 2 号中「就業手当又は再就職手当」を「再就職手当」に改める。 
第 32 条第 1 項中「雇用保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号イに該当する者に係る就業促進手

当（以下｢就業手当｣という。）に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当

支給申請書（様式第 32 号）に，同項第 1 号ロ」を「雇用保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号」

に改め，「同号ロ」を「同号」に改める。 
様式第 32 号を次のように改める。 

様式第 32 号 削除 
附 則 

この規則は，令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

ksat
写
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岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則の新旧対照表 

新 旧 
 （条例第 20 条第 4 項の規則で定める事業） 
第 24 条の 2 条例第 20 条第 4 項の規則で定める事

業は，次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 略 
(2) その事業について当該事業を実施する受給資

格者が第 32 条第 1 項に規定する       

再就職手当の支給を受けたもの 
(3) 略 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手

続） 
第32条 受給資格者又は条例第 20条第 15項に規定

する者は，同条第 11 項第 4 号から第 6 号までの規

定による退職手当の支給を受けようとするとき

は，同項第 4 号の規定による退職手当のうち雇用

保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号        

                       

                       

                       

 に該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法

施行規則（昭和 50 年労働省令第 3 号）第 83 条の

4 に規定する就業促進定着手当（以下「就業促進定

着手当」という。）を除く。以下｢再就職手当｣とい

う。）に相当する退職手当にあっては再就職手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第 33 号）に，

同号 に該当する者に係る就業促進手当（就業促

進定着手当に限る。）に相当する退職手当にあって

は就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請

書（様式第 33 号の 2）に，同項第 2 号に該当する

者に係る就業促進手当（以下｢常用就職支度手当｣

という。）に相当する退職手当にあっては常用就職

支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第

34 号）に，条例第 20 条第 11 項第 5 号の規定によ

る退職手当にあっては移転費に相当する退職手当

支給申請書（様式第 35 号）に，同項第 6 号の規定

による退職手当のうち雇用保険法第 59 条第 1項第

1 号に該当する行為をする者に係る求職活動支援

費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費

（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請

 （条例第 20 条第 4 項の規則で定める事業） 
第 24 条の 2 条例第 20 条第 4 項の規則で定める事

業は，次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 略 
(2) その事業について当該事業を実施する受給資

格者が第 32 条第 1 項に規定する就業手当又は

再就職手当の支給を受けたもの 
(3) 略 

 
（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手

続） 
第32条 受給資格者又は条例第 20条第 15項に規定

する者は，同条第 11 項第 4 号から第 6 号までの規

定による退職手当の支給を受けようとするとき

は，同項第 4 号の規定による退職手当のうち雇用

保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号イに該当する者に

係る就業促進手当（以下｢就業手当｣という。）に相

当する退職手当にあっては就業手当に相当する退

職手当支給申請書（様式第 32 号）に，同項第 1 号

ロに該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法

施行規則（昭和 50 年労働省令第 3 号）第 83 条の

4 に規定する就業促進定着手当（以下「就業促進定

着手当」という。）を除く。以下｢再就職手当｣とい

う。）に相当する退職手当にあっては再就職手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第 33 号）に，

同号ロに該当する者に係る就業促進手当（就業促

進定着手当に限る。）に相当する退職手当にあって

は就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請

書（様式第 33 号の 2）に，同項第 2 号に該当する

者に係る就業促進手当（以下｢常用就職支度手当｣

という。）に相当する退職手当にあっては常用就職

支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第

34 号）に，条例第 20 条第 11 項第 5 号の規定によ

る退職手当にあっては移転費に相当する退職手当

支給申請書（様式第 35 号）に，同項第 6 号の規定

による退職手当のうち雇用保険法第 59 条第 1項第

1 号に該当する行為をする者に係る求職活動支援

費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費

（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請
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書（様式第 36 号）に，同項第 2 号に該当する行為

をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手

当にあっては求職活動支援費（短期訓練受講費）

に相当する退職手当支給申請書（様式第 36 号の 2）
に，同項第 3 号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職

活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当す

る退職手当支給申請書（様式第 36 号の 3）にそれ

ぞれ受給資格証，高年齢受給資格証又は特例受給

資格証を添えて管理者に提出しなければならな

い。ただし，受給資格証，高年齢受給資格証又は

特例受給資格証を提出することができないことに

ついて正当な理由があるときは，これを添えない

ことができる。 
２ 略 

 

様式第 32 号 削除

書（様式第 36 号）に，同項第 2 号に該当する行為

をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手

当にあっては求職活動支援費（短期訓練受講費）

に相当する退職手当支給申請書（様式第 36 号の 2）
に，同項第 3 号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職

活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当す

る退職手当支給申請書（様式第 36 号の 3）にそれ

ぞれ受給資格証，高年齢受給資格証又は特例受給

資格証を添えて管理者に提出しなければならな

い。ただし，受給資格証，高年齢受給資格証又は

特例受給資格証を提出することができないことに

ついて正当な理由があるときは，これを添えない

ことができる。 
２ 略 
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